
特 別 支 援 教 育

１ 国における特別支援教育の推進について

(1) インクル－シブ教育システム構築に向けた特別支援教育の推進

平成19年 9月28日 「障害者の権利に関する条約」（以下「条約」と言う）の署名

平成22年 6月29日 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定

平成23年 8月 5日 「障害者基本法の一部を改正する法律」の施行

平成24年 7月23日 中央教育審議会初等中等教育分科会が「共生社会の形成に向けたインク

ル－シブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」を報告

平成25年 9月 1日 「学校教育法施行令の一部改正について」の通知

平成25年10月 「教育支援資料」の公表

平成26年 1月20日 条約の批准（同年２月19日より発効）

平成26年 6月30日 「中央教育審議会初等中等教育分科会高等学校教育部会審議まとめ

～高校教育の質の確保・向上に向けて～」の公表

平成28年 4月 1日 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行

(2)「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」（平成28年

４月１日施行）の概要

障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、全ての国民が障がいの有無に

よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現を目指す法律であり、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があっ

た場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な

配慮を行うことが求められる。

また、障がいのある生徒が、その年齢及び能力に応じ、可能な限り障がいのない生徒

とともに、その特性を踏まえた十分な教育を受けることのできるインクルーシブ教育シ

ステムを推進し、障がいの有無にかかわらずともに助け合い・学び合う精神を涵養する

ことが重要である。

２ 本道における後期中等教育における特別支援教育の推進について

(1) 平成27年度「教育上特別な支援を必要としている生徒の状況及び支援の状況の把握」

の調査結果（道教委）

平成27年度の調査結果によると、教育上特別な支援を必要とする生徒の割合は、ここ

３年間ほぼ変わっていない。

【該当学校数・人数及び割合】（調査対象校：道立高等学校及び中等教育学校）

学校数 (*1比率) 人数 (*2比率)
調査対象学年

H27 H26 H25 H27 H26 H25

第１学年
66校 88校 81校 249人 265人 211人

(28.2％) (37.3％) (34.2％) (0.8％) (0.9％) (0.7％)

第２・３・４学年
122校 125校 123校 420人 423人 436人

(51.5％) (52.1％) (50.8％) (0.7％) (0.7％) (0.7％)

*1：全日制、定時制それぞれを１校としてカウントしている。
*2：生徒数の割合は、調査時点の在籍者数を分母としている。

− H27特別支援教育 1 −



− H27特別支援教育 2 −



− H27特別支援教育 3 −



− H27特別支援教育 4 −



− H27特別支援教育 5 −



− H27特別支援教育 6 −


